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(57)【要約】
【課題】開閉部材と、各開閉部材により個別に支持され
た円弧状ギヤ片から成る分割可能な環状ギヤ部材と、各
円弧状ギヤ片に固定された分割ギミック片とから構成し
、各開閉部材が閉止位置にある時に各円弧状ギヤ片の端
縁同志が連結して一つの環状ギヤ部材を構成して回転可
能となるように構成し、遊技内容に変化、意外性をもた
らす。
【解決手段】複数の開閉部材３１と、各開閉部材により
夫々支持されて各開閉部材が閉止位置にあるときに各端
縁同志を結合させて回転可能な環状ギヤ部材４０となる
円弧状ギヤ片４１、４２と、各開閉部材に設けられて各
円弧状ギヤ片を円弧状軌道に沿って移動可能にガイドす
るガイド部３５と、を備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側端縁を近接させた閉止位置と離間させた離間位置との間を開閉自在に移動する複数
の開閉部材と、前記各開閉部材により夫々支持されて各開閉部材が閉止位置にあるときに
各端縁同志を結合させて回転可能な環状ギヤ部材となる円弧状ギヤ片と、少なくとも一方
の前記開閉部材により支持されて前記環状ギヤ部材に駆動力を伝達する駆動機構と、前記
各開閉部材に設けられて前記各円弧状ギヤ片を円弧状軌道に沿って移動可能にガイドする
ガイド部と、を備えたことを特徴とする装飾体ユニット。
【請求項２】
　内側端縁を近接させた閉止位置と離間させた離間位置との間を開閉自在に移動する２つ
の開閉部材と、前記２つの開閉部材により夫々支持されて各開閉部材が閉止位置にあると
きに各端縁同志を結合させて回転可能な環状ギヤ部材となる２つの半環状ギヤ片と、少な
くとも一方の前記開閉部材により支持されて前記環状ギヤ部材に駆動力を伝達する駆動機
構と、前記各開閉部材に設けられて前記各半環状ギヤ片を半円周軌道に沿って移動可能に
ガイドするガイド部と、を備えたことを特徴とする装飾体ユニット。
【請求項３】
　前記各円弧状ギヤ片、又は前記各半環状ギヤ片の各端縁が、前記各開閉部材の各内側端
縁に沿って並行する初期位置となるように前記各円弧状ギヤ片、又は前記各半環状ギヤ片
を位置決めする位置決め手段を備えたことを特徴とする請求項１、又は２に記載の装飾体
ユニット。
【請求項４】
　前記位置決め手段は、一方の前記各円弧状ギヤ片、又は前記半環状ギヤ片の背面適所に
設けた凹所と、該凹所内にスイッチ片が嵌合するように前記背面に向けて弾性付勢された
リミットスイッチと、該リミットスイッチからの検知信号に基づいて前記駆動機構を制御
する制御手段と、を含むことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の装飾体ユ
ニット。
【請求項５】
　前記前記各円弧状ギヤ片、又は前記各半環状ギヤ片には、夫々結合することにより一つ
のギミックを構成する分割ギミック片が固定されていることを特徴とする請求項１乃至４
の何れか一項に記載の装飾体ユニット。
【請求項６】
　前記開閉部材の背面側に画像表示装置を配置したことを特徴とする請求項１乃至５の何
れか一項に記載の装飾体ユニット。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の装飾体ユニットと、遊技盤とを備えたことを特徴
とする遊技盤ユニット。
【請求項８】
　請求項７に記載の遊技盤ユニットを備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機を構成する遊技盤面上において種々動作することによって遊
技進行上特徴的な演出効果を発揮するように構成された装飾体を備えた装飾体ユニット、
遊技盤ユニット、及びパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機においては、遊技盤の盤面に入賞口、風車、図柄表示装置、電飾装置等
の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を図っている。例えば、遊技の進行中における
入賞、その他の状況変化を契機として可動盤面部品（装飾体）を種々の方向に動作させる
ことにより演出効果を高めている。
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　例えば、遊技盤に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技盤中の図柄表示装
置に表示される図柄が変動を開始し、所定時間経過後に停止した図柄が予め定めた大当た
り図柄となった場合に大当たり状態となり、遊技者が大量の出球を獲得できるようになっ
ている。このような遊技機では、遊技の興趣を高めるために様々な表示演出が行われる。
　例えば、特許文献１には、大当たりになると図柄表示装置の表示内容に連動して役物を
左右に動作させる構成が開示されている。また、特許文献２には、図柄が所定の組合せに
なると、役物を遊技盤の前後方向に移動させる構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－１９５０８４公報
【特許文献２】特開平０６－００７５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以上のように従来の可動盤面部品を進退動作させる機構にあっては、左右方向、或いは
前後方向に単純に動作させたり、遊技盤面外にあった盤面部品が盤面内に出現するという
程度の単純な変化に過ぎないため、可動盤面部品の動作量や動作タイミングに変化を付与
したとしても変化に乏しい内容となり易く、遊技者に退屈感を与え、興趣を低下させると
いう問題があった。また、ギミックのサイズが大きい等の理由により遊技盤面内にレイア
ウトすることが困難な場合に当該ギミックの使用を諦めざるを得ないことが多々あった。
特にギミックを回転、その他、任意に動作させたい場合には、ギミックを駆動する駆動機
構の収納スペースとの兼ね合いでギミックを配置できなくなることが多々あった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、可動盤面部品（装飾体）を、遊技盤面に沿
って開閉する複数の開閉部材と、各開閉部材により個別に支持された円弧状ギヤ片から成
る分割可能な環状ギヤ部材と、各円弧状ギヤ片に固定された分割ギミック片とから構成し
、各開閉部材が閉止位置にある時に各円弧状ギヤ片の端縁同志が連結して一つの環状ギヤ
部材を構成して回転可能となるように構成した装飾体ユニット、遊技盤、及びパチンコ遊
技機を提供するものである。
　また、スペース上の理由から可動ギミックを遊技盤面上に配置できない場合であっても
、これを配置することを可能とすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る装飾体ユニットは、内側端縁を近接さ
せた閉止位置と離間させた離間位置との間を開閉自在に移動する複数の開閉部材と、前記
各開閉部材により夫々支持されて各開閉部材が閉止位置にあるときに各端縁同志を結合さ
せて回転可能な環状ギヤ部材となる円弧状ギヤ片と、少なくとも一方の前記開閉部材によ
り支持されて前記環状ギヤ部材に駆動力を伝達する駆動機構と、前記各開閉部材に設けら
れて前記各円弧状ギヤ片を円弧状軌道に沿って移動可能にガイドするガイド部と、を備え
たことを特徴とする。
　開閉部材が離間しているときには非連結状態にある一方で、開閉部材が閉止状態に移行
した時には端縁同志を連結させて環状ギヤ部材を構築する。この環状ギヤ部材はガイド部
によって回転自在に支持されており、駆動機構からの駆動力によって回転運動することが
できる。この環状ギヤ部材の回転に伴ってギミックを回転させることにより変化に富んだ
遊技内容を確率することができる。開閉部材の個数、及び環状ギヤ部材を構成する円弧状
ギヤ片の個数は、任意である。
　従来、ギミック等を回転させる場合には、モータにより駆動される回転軸によりギミッ
クを回転させるのが一般であるが、本発明は回転軸に代えて環状ギヤ部材を利用してギミ
ックを回転可能に構成している。しかも、環状ギヤ部材は結合、分離自在な複数の円弧状
ギヤ片から構成されているので、この構成を遊技の進行に合わせて多様な演出手段として
利用することができる。
　また、ギミックが大型である等の理由により遊技盤上に配置するスペースを確保しにく
い場合であっても、分割したギミック片を夫々円弧助ギヤ片に組み付けることにより、ギ
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ミック片を退避した位置と集合した位置との間で進退させることにより、ギミックの配置
が可能となる。
【０００５】
　請求項２の発明に係る装飾体ユニットは、内側端縁を近接させた閉止位置と離間させた
離間位置との間を開閉自在に移動する２つの開閉部材と、前記２つの開閉部材により夫々
支持されて各開閉部材が閉止位置にあるときに各端縁同志を結合させて回転可能な環状ギ
ヤ部材となる２つの半環状ギヤ片と、少なくとも一方の前記開閉部材により支持されて前
記環状ギヤ部材に駆動力を伝達する駆動機構と、前記各開閉部材に設けられて前記各半環
状ギヤ片を半円周軌道に沿って移動可能にガイドするガイド部と、を備えたことを特徴と
する。
　請求項３の発明に係る装飾体ユニットは、請求項１、又は２において、前記各円弧状ギ
ヤ片、又は前記各半環状ギヤ片の各端縁が、前記各開閉部材の各内側端縁に沿って並行す
る初期位置となるように前記各円弧状ギヤ片、又は前記各半環状ギヤ片を位置決めする位
置決め手段を備えたことを特徴とする。
　請求項４の発明に係る装飾体ユニットは、請求項１乃至３の何れか一項において、前記
位置決め手段は、一方の前記各円弧状ギヤ片、又は前記半環状ギヤ片の背面適所に設けた
凹所と、該凹所内にスイッチ片が嵌合するように前記背面に向けて弾性付勢されたリミッ
トスイッチと、該リミットスイッチからの検知信号に基づいて前記駆動機構を制御する制
御手段と、を含むことを特徴とする。
【０００６】
　請求項５の発明に係る装飾体ユニットは、請求項１乃至４の何れか一項において、前記
前記各円弧状ギヤ片、又は前記各半環状ギヤ片には、夫々結合することにより一つのギミ
ックを構成する分割ギミック片が固定されていることを特徴とする。
　請求項６の発明に係る装飾体ユニットは、請求項１乃至５の何れか一項において、前記
開閉部材の背面側に画像表示装置を配置したことを特徴とする。
　請求項７の発明に係る遊技盤ユニットは、請求項１乃至６の何れか一項に記載の装飾体
ユニットと、遊技盤とを備えたことを特徴とする。
　請求項８の発明に係るパチンコ遊技機は、請求項７に記載の遊技盤ユニットを備えたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように本発明によれば、可動盤面部品（装飾体）を、遊技盤面に沿って開閉する
複数の開閉部材と、各開閉部材により個別に支持された円弧状ギヤ片から成る分割可能な
環状ギヤ部材と、各円弧状ギヤ片に固定された分割ギミック片とから構成し、各開閉部材
が閉止位置にある時に各円弧状ギヤ片の端縁同志が連結して一つの環状ギヤ部材を構成し
て回転可能となるように構成した装飾体ユニット、遊技盤、及びパチンコ遊技機を提供す
ることができる。即ち、開閉部材に搭載した円弧状ギヤ片が開閉部材の閉止時に連結した
状態となって回転可能となるため、遊技内容に変化をもたらすことができ、意外性を有し
た遊技内容を演出することができる。特に、ギミック等を回転させる手段として一般に使
用されている回転軸に代えて、環状ギヤ部材を利用し、しかも環状ギヤ部材は結合、分離
自在な複数の円弧状ギヤ片から構成されているので、この構成を遊技の進行に合わせて多
様な演出手段として利用することができる。
　また、ギミックが大型である等の理由により遊技盤上に配置するスペースを確保しにく
い場合であっても、分割したギミック片を夫々円弧助ギヤ片に組み付けることにより、ギ
ミック片を退避した位置と集合した位置との間で進退させることにより、ギミックの配置
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
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　この図に示すパチンコ遊技機１は、矩形形状の枠２を有し、この枠２の窓孔に対して裏
側から遊技盤３が着脱可能に取り付けられている。
　遊技盤３の前面側には、図示しないガラス枠が開閉可能に取り付けられている。また遊
技盤３の下部には遊技球を貯留する受け皿部４と、受け皿部４内の遊技球を発射する発射
レバー５等が設けられている。また、受け皿部４の上部には遊技機用ボタンスイッチや、
遊技球の購入ボタン、購入取り消しボタンが設けられている。
　遊技盤の裏面には、液晶画面、主制御基板とサブ制御基板等、遊技の進行、演出に関わ
る裏部品を組み付けた合成樹脂製の機構板（何れも図示せず）が開閉自在に装着されてい
る。遊技盤３における遊技領域３ａの周囲には、発射レバー５を操作することにより発射
装置から発射された遊技球を遊技領域３ａの上部に案内したり、アウト口１５に案内する
外レールＲ１、及び内レールＲ２が設けられている。
　遊技盤３のほぼ中央部には開口部６が設けられ、開口部６の内部には画像表示装置７が
配置されている。画像表示装置７は、例えば、液晶表示装置等の液晶表示パネルによって
構成され、通常動作状態の時は、図示しない特別図柄画像が表示される。また、いわゆる
特別遊技状態の時は、特別遊技状態であることを示す演出画像等が表示される。
【０００９】
　開口部６の下方には、画像表示装置７の特別図柄を可変表示させるための可変入賞装置
８が設けられている。
　開口部６の左右両側には夫々遊技盤３の盤面上を流下する遊技球を受けるステージ部９
が設けられている。ステージ部９に案内された遊技球のうち、ステージ部の所定の入口に
入った遊技球は、始動入賞口１１の真上に位置する出口から遊技盤面へと出て始動入賞口
１１に入賞し易くなり、残りの遊技球はステージ部９上から落下し、多くの場合始動入賞
口１１に入賞しない。
　また、開口部６の左側には、遊技盤の右下部に配置された図示しない普通画像表示装置
に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１３が設けられている。さらに可変入賞
装置８の下方には、特別遊技状態の一つである大当たり状態のときに開成状態になる開閉
扉を有する大入賞口１４が設けられている。
【００１０】
　遊技盤３には図示しない普通入賞口やアウト口１５等が設けられていると共に、風車や
図示しない多数の遊技釘が突設されている。遊技釘は、遊技球の落下速度を遅くすると共
に、落下方向を複雑に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
　普通図柄表示装置に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可能で
あり、普通図柄始動口としてのゲート１３が遊技球を検出することを条件に、その図柄が
乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
　普通図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄、その他の適宜
の遊技図柄が使用される。そして、ゲート１３を遊技球が通過したことを条件に乱数制御
により普通図柄が所定態様となった場合に、可変入賞装置８に設けられた電動式チューリ
ップから成る可動片を所定時間、開成動作するように構成されている。
【００１１】
　画像表示装置７に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ、例
えば同一図柄の組合せとなった場合に大当たり状態となるように構成されている。また特
別図柄は可変入賞装置８の始動入賞口、又は電動式チューリップの開成動作により遊技球
が誘導される下始動口（図示していない）において遊技球を検出することを条件に乱数制
御等により表示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変動（可変）して図
柄で停止するようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図柄が同一となった
場合に、リーチ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上の最後の停止図柄
が既に停止している２個の図柄と同一となった場合に大当たり状態が発生する。なお、特
別図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等が使用可能である
。
　画像表示装置７の上方には、可動役物２０と、本発明に係る装飾体ユニット３０が配置
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されている。
　可動役物２０は、「水戸黄門」という文字を象った部材からなり、また、装飾体ユニッ
ト３０は、三つ葉葵の紋章を象った正面視円盤状の構成を有している。
【００１２】
　図２（ａ）及び（ｂ）は可動役物が閉止した状態、及び開放した状態を夫々示す正面図
である。可動役物２０は、遊技盤３の左右方向（幅方向）に往復移動可能であり、互いに
接近、離間する左右一対の開閉片２１、２２からなる。左側の開閉片２１は「水戸」の文
字部材からなり、右側の開閉片２２は「黄門」の文字部材からなる。可動役物２０は、非
作動時（全閉時）には、図２（ａ）に示すように、一対の開閉片２１、２２が接近した状
態となり、また、作動時（全開時）には、図２（ｂ）に示すように、一対の開閉片２１、
２２が離間した状態となる。また、一対の開閉片２１、２２は、単に全開状態と全閉状態
の２つの態様をとるのみでなく、小刻みに開方向への移動と閉方向への移動を交互に繰り
返す動作をとる場合もある。
【００１３】
　図３（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る装飾体ユニット（閉止状態）の全体
構成を示す正面図、及び装飾体ユニットの背面図であり、図４（ａ）及び（ｂ）は本発明
の一実施形態に係る装飾体ユニット（開放状態）の全体構成を示す正面図、及び装飾体ユ
ニットの背面図であり、図５は装飾体ユニット（閉止状態）の全体構成を示す正面斜視図
であり、図６（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの開放状態を示す背面斜視図、及び開放
状態を示す背面斜視図であり、図７は装飾体ユニットの要部分解斜視図であり、図８（ａ
）及び（ｂ）は装飾体ユニットの回転状態を示す正面図、及び背面図であり、図９（ａ）
乃至（ｃ）は位置決め手段の構成及び動作説明図であり、図１０（ａ）乃至（ｃ）は位置
決め手段の他の動作説明図である。
　装飾体ユニット３０は、内側端縁３１ａを近接させた閉止位置と離間させた離間位置と
の間を開閉自在に移動する２つの開閉部材３１と、２つの開閉部材３１により夫々支持さ
れて各開閉部材が閉止位置にあるときに各端縁同志４１ａ、４２ａを結合させて回転可能
な環状ギヤ部材４０となる２つの半環状ギヤ片（円弧状ギヤ片）４１、４２と、少なくと
も一方の開閉部材３１により支持されて環状ギヤ部材４０に駆動力を伝達する駆動機構５
０と、各開閉部材に設けられて各半環状ギヤ片４１、４２を半円周軌道に沿って移動可能
にガイドするガイド部３５と、各半環状ギヤ片に夫々固定されて結合することにより一つ
のギミック（星形部材）６０を構成する分割ギミック片６１と、を備えている。
【００１４】
　各開閉部材３１は、画像表示装置７の前面を閉止する閉止位置（図３）と、画像表示装
置の前面を開放する開放位置（図４）との間を横方向へ開閉移動する。各開閉部材３１は
、支持ベース３２に支持された上下二本のガイドレール３３によって横方向へ開閉自在に
支持されると共に、支持ベース３２に設けたラックアンドピニオン機構３４によって開閉
駆動される。ラックアンドピニオン機構３４は、一方の開閉部材３１に固定されたラック
ギヤ３４ａと、他方の開閉部材３１に固定されたラックギヤ３４ｂと、両ラックギヤのギ
ヤ部と同時に噛合するように支持ベース３２に軸支されたピニオンギヤ３４ｃと、ピニオ
ンギヤ３４ｃを回転駆動するモータ３４ｄと、を備えている。従って、モータ３４ｄを正
転、逆転させる過程で各開閉部材３１は等ピッチにて開放方向（離間方向）及び閉止方向
（接近方向）へ同期して進退することができる。
　外周縁に沿ってギヤを有した環状ギヤ部材４０は、図３のように開閉部材３１が閉止位
置にあるときに各開閉部材３１に夫々固定された半円弧状の分割ガイド部３６から成る環
状のガイド部３５によってガイドされることにより回転（自転）可能に支持されており、
駆動機構５０を構成するギヤからの駆動力により回転駆動される。ギミック６０は環状ギ
ヤ部材４０と一体となって回転する（図５、図６（ａ））。各分割ガイド部３６は両端縁
が開口しており、両端開口同志を結合させることにより環状のガイド部３５を形成する。
　ガイド部３５は、開閉部材３１の背面との間で断面形状が矩形のガイド空間を形成する
断面形状が略コ字状の部材である。この断面形状が矩形のガイド空間内に環状ギヤ部材４
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０を遊嵌して回転させることができる。
【００１５】
　環状ギヤ部材４０は、各開閉部材３１に設けた各分割ガイド部３６によって夫々周方向
へ移動自在に支持された半環状ギヤ片（円弧状ギヤ片）４１、４２から構成されており、
図４（ｂ）、図６（ｂ）に示した開閉部材の開放時には各半環状ギヤ片４１、４２は各端
縁４１ａ、４２ａが、各開閉部材の各内側端縁３１ａに沿って並行した初期位置となるよ
うに、位置決め手段４５によって各半環状ギヤ片はその回転角度を位置決めされている。
この初期位置では、各半環状ギヤ片４１、４２の各端縁４１ａ、４２ａは開閉部材の各内
側端縁３１ａから突出しない位置に保持されている。なお、初期位置において各端縁４１
ａ、４２ａが開閉部材の各内側端縁３１ａから突出してもよいが、その場合には突出長が
同等となるように設定する。従って、図４の開放状態から図３の閉止状態に移行したとき
には、各半環状ギヤ片４１、４２の各端縁４１ａ、４２ａがそのまま結合して環状ギヤ部
材４０を構成することとなる。
　開閉部材３１が閉止状態にあることにより各分割ガイド部３６の端縁同志が結合して環
状となり、円周軌道を構築するので、環状ギヤ部材４０を３６０度以上回転自在にガイド
することができる。
　駆動機構５０は、本例では一方の開閉部材３１の背面側に配置されたギヤ機構５１と、
モータ５２と、から構成されている。即ち、ギヤ機構５１は、モータ５２の出力軸に一体
化された出力ギヤ５１ａと、出力ギヤ５１ａと順次連結された中間ギヤ５１ｂ～５１ｅと
、から構成されており、中間ギヤ５１ｅは環状ギヤ部材４０の外周に設けたギヤ部と噛合
している。なお、中間ギヤ５１ｅと環状ギヤ部材４０のギヤ部とが対面する位置では、一
方の分割ガイド部３６に切欠き３６ａ（図７参照）を設けて両ギヤ部同志の噛合を可能と
する。
【００１６】
　位置決め手段４５は、図９及び図１０に示すように一方の半環状ギヤ片４１の背面適所
に設けた凹所４６と、凹所４６内に先端のスイッチ片４７ａが嵌合するように弾性付勢さ
れたリミットスイッチ４７と、リミットスイッチ４７からの検知信号に基づいてモータ５
２を制御する制御手段（ＣＰＵ等）４８と、を備えている。
　凹所４６はその周方向両側が図示のような緩やかな湾曲面、或いはテーパー面４６ａと
なっており、環状ギヤ部材４０の回転中にスイッチ片４７ａは環状ギヤ部材の平坦な背面
から凹所４６内に一旦嵌合するが（図９）、環状ギヤ部材が回転を続ける場合には湾曲面
等４６ａを乗り越えて反対側の平坦面に移行する（図１０）。
　モータ５２からの駆動力によって環状ギヤ部材４０が回転する過程で、リミットスイッ
チのスイッチ片４７ａは環状ギヤ部材４０の背面に弾性的に圧接し、図１０に示すように
スイッチ片４７ａが状ギヤ部材の平坦な背面に接している間はリミットスイッチ４７はオ
フの状態にある一方で、図９に示すようにスイッチ片４７ａが凹所４６に達して凹所内に
嵌合した時にリミットスイッチ４７はオン信号を制御手段４８に出力する。制御手段４８
は、リミットスイッチ４７からのオン信号を受けた時点でモータ５２の駆動を停止するこ
とにより、各半環状ギヤ片４１、４２を図９に示した初期位置にて停止させることができ
る。
　なお、開閉部材３１の全部、又は一部を透明、或いは半透明の透光材料により構成した
り、一部に貫通部を設けておけば、閉止状態にある開閉部材の背面側に位置する画像表示
装置７の映像を前方から視認可能とすることができる。また、このような開閉部材の背面
に位置する画像表示装置を発光させることにより閉止状態にある開閉部材を発光させる電
飾効果を発揮させることができる。また、ギミック６０にＬＥＤを搭載して発光させるこ
とにより電飾効果を発揮させることができる。
【００１７】
　また、画像表示装置７の画面上に表示される絵柄、文字等と、ギミックの形状や、ギミ
ックに描かれた絵柄とを連携させることにより、バリエーションに富んだ演出効果を発揮
させることができる。
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　上記実施形態では、環状ギヤ部材４０を二個の半円弧状の半環状ギヤ片（円弧状ギヤ片
）４１、４２から構成した例を示したが、これは一例に過ぎず、例えば、図１１の略図に
示すように環状ギヤ部材４０を周方向サイズの異なる２つの円弧状ギヤ片４３、４４から
構成してもよい。この例では、一方の円弧状ギヤ片４３の中心角度を９０度とする一方で
、他方の円弧状ギヤ片４４の中心角度を２７０度としている。各円弧状ギヤ片４３、４４
は、各開閉部材３１に設けた分割ガイド部３６によって回転自在に支持されており、開閉
部材３１が図１１（ａ）のように閉止した時には端縁４３ａ、４４ａ同志を結合させて環
状ギヤ部材４０を構成する。（ｂ）のように開閉部材３１が離間した時には各円弧状ギヤ
片４３、４４も離間する。この構成を利用すれば、閉止状態にある開閉部材の内側端縁３
１ａから左右何れか一方に偏位した回転中心を有する回転体としてのギミックを構築する
ことができる。ガイド部３５、位置決め手段４５、駆動機構５０の構成は、上記実施形態
と同様で差し支えない。
　なお、開閉部材３１の開閉方向は上記実施形態のように左右方向である必要はなく、上
下方向、或いは斜め方向であってもよい。
　また、上記実施形態では２つの開閉部材に夫々半環状ギヤ片、或いは円弧状ギヤ片を搭
載して開閉部材の閉止時に各ギヤ片が結合して環状ギヤ部材を構成するようにしたが、３
つ以上の開閉部材を用いて同様な構成を構築することもできる。例えば、図１２の略図に
示したように４個の開閉部材７０を周方向に沿って隣接配置して各開閉部材７０に１／４
（中心角度９０度）に分割された円弧状ギヤ片７１を搭載することにより、上記実施形態
と同様の機能を有した装飾体ユニットを構築することも可能である。ガイド部３５、位置
決め手段４５、駆動機構５０の構成は、上記実施形態と同様で差し支えない。
【００１８】
　以上のように本発明においては、装飾体ユニットを、遊技盤面に沿って開閉する複数の
開閉部材と、各開閉部材により個別に支持された円弧状ギヤ片から成る分割可能な環状ギ
ヤ部材と、各円弧状ギヤ片に固定された分割ギミック片とから構成し、各開閉部材が閉止
位置にある時に各円弧状ギヤ片の端縁同志が連結して一つの環状ギヤ部材を構成して回転
可能となるように構成したので、遊技内容に変化をもたらすことができ、意外性を有した
遊技内容を演出することができる。特に、ギミックを回転させる手段として従来一般に使
用されてきた回転軸に代えて、環状ギヤ部材を利用し、しかも環状ギヤ部材は結合、分離
自在な複数の円弧状ギヤ片から構成されているので、この構成を遊技の進行に合わせて多
様な演出手段として利用することができる。
　また、ギミックが大型である等の理由により遊技盤上に配置するスペースを確保しにく
い場合であっても、分割したギミック片を夫々円弧助ギヤ片に組み付けることにより、ギ
ミック片を退避した位置と集合した位置との間で進退させることにより、ギミックの配置
が可能となる。
　上記各実施形に係る装飾体ユニット４０と、遊技盤３は、遊技盤ユニットを構成する。
　なお、パチンコ遊技機の他の詳細な構成については図示説明していないが、本願発明の
技術的範囲中にパチンコ遊技機、及び遊技盤が含まれることに疑いがない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の一例を示した全体正面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は可動役物が閉止した状態、及び開放した状態を夫々示す正面
図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る装飾体ユニット（閉止状態）の全
体構成を示す正面図、及び装飾体ユニットの背面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る装飾体ユニット（開放状態）の全
体構成を示す正面図、及び装飾体ユニットの背面図である。
【図５】装飾体ユニット（閉止状態）の全体構成を示す正面斜視図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの開放状態を示す背面斜視図、及び開放状態
を示す背面斜視図である。
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【図７】装飾体ユニットの要部分解斜視図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は装飾体ユニットの回転状態を示す正面図、及び背面図である
。
【図９】（ａ）乃至（ｃ）は位置決め手段の構成及び動作説明図である。
【図１０】（ａ）乃至（ｃ）は位置決め手段の他の動作説明図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の他の実施形態に係る装飾体ユニットの構成及び動
作説明図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の他の実施形態に係る装飾体ユニットの構成及び動
作説明図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１…パチンコ遊技機、２…枠、３…遊技盤、３ａ…遊技領域、４…皿部、５…発射レバ
ー、６…開口部、７…画像表示装置、８…可変入賞装置、９…ステージ部、１１…始動入
賞口、１３…ゲート、１４…大入賞口、１５…アウト口、２０…可動役物、２１、２２…
開閉片、３０…装飾体ユニット、３１…開閉部材、３１ａ…内側端縁、３２…支持ベース
、３３…ガイドレール、３４…ラックアンドピニオン機構、３４ａ…ラックギヤ、３４ｂ
…ラックギヤ、３４ｃ…ピニオンギヤ、３４ｄ…モータ、３５…ガイド部、３６…分割ガ
イド部、４０…環状ギヤ部材、４１、４２…半環状ギヤ片（円弧状ギヤ片）、４１ａ…端
縁、４３、４４…円弧状ギヤ片、４３ａ…端縁、４５…位置決め手段、４６…凹所、４６
ａ…テーパー面、４７…リミットスイッチ、４７ａ…スイッチ片、４８…制御手段、５０
…駆動機構、５１…ギヤ機構、５１ａ…出力ギヤ、５１ｂ…中間ギヤ、５１ｅ…中間ギヤ
、５２…モータ、６０…ギミック、６１…分割ギミック片、７０…開閉部材、７１…円弧
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